
衛生自治会理事会　不法投棄実態調査活動について
　令和８年２月14日（土）に大崎町衛生自治会理事会において例年実施しております不法投棄実
態調査活動がおこなわれました。今回は町内のごみの不法投棄の多い竹藪や崖になっている場
所の草払いやごみ拾い、啓発看板の設置をおこないました。草や竹の生い茂っている箇所は人
目につかずごみを捨てやすい環境を作ってしまうので、捨てやすい環境を無くすために草払い
をおこないました。またある場所では崖になっており、崖の下にごみが投げ捨てられていました。
今回の清掃作業ではごみ袋約10袋、軽トラック４台分の草木を収集しました。
　不法投棄は普段人通りや交通量が少ない道路沿いに多く見られるため、ごみ袋の回収後に不
法投棄防止用の啓発看板立てをおこないました。

【お問い合わせ先】　環境政策課　☎476-1111　環境衛生係（内線161）、環境政策係（内線163）

　不法投棄は廃棄物処理法違反（第16条）という犯罪行為であり、非常に厳しい罰則が
設けられています。個人は「５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または

併科」、法人の場合は「３億円以下の罰金」が科せられる可能性があります。未遂行為も処
罰の対象となるため、絶対にやめましょう。

【不法投棄の罰則詳細】
個　人 ５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
法　人 ３億円以下の罰金。
対　象 家電、家具、ごみ袋、産業廃棄物など、不要となったものをみだりに捨てる行為。
その他 ドライブ中のポイ捨ては道路交通法違反（５万円以下の罰金）に問われる可能性があります。

吹切住宅前不法投棄の場所

仮宿下での看板設置の様子仮宿下での紙おむつの投棄のある場所
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